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「梓」… 法曹分野に従事する早稲田大学校友（稲門法曹）と早稲田大学大学院法務研究科修了生・在学生および早稲田大学法学学術院教員を繋ぐ、法学情報・コミュニケーション誌。
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新研究科長挨拶

　このたび、法務研究科研究科長・法務教育研究セ
ンター所長を拝命し、9月21日より職務を開始する
こととなりました。修了生の皆さま、稲門法曹会の
皆さまをはじめ、多くの方々の法務研究科へのご期
待にお応えできるよう、持てる力を尽くしてまいり
ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
　私の専門は国際法で、ここ4年間は国連・人権委
員会（自由権規約委員会）の委員・副委員長として
も仕事もしてまいりました。国際的な仕事をして改
めて気づかされるのは、ニューヨーク、ジュネーブ
をはじめどの地においても、法務研究科を修了した
皆さんが活躍されている事実です。外務省や経済産
業省において、関連する国際業務に係る修了生もた
くさんいらっしゃいます。こうした皆さんの活躍は、
まぎれもなく、法務研究科が創設されて以来続けて
きた「国際性の涵養」の成果であろうと思います。
　しかし、これは「早稲田ロースクール」における
教育成果の一例にすぎません。充実したクリニック
教育、エクスターンシップ、アカデミック・アドバ
イザー制度などを通した先輩法曹との交流など、「挑
戦する法曹」の養成を一貫して標榜してきた教育内
容は、ここに来て、さまざまな方面・分野で活躍す
る法曹・法律専門家を生み出してきており、蒔かれ
た種は大きく花を咲かせようとしていると実感して
います。
　申し上げるまでもなく、現在法科大学院教育が大

きな転換点に立っている
ことは間違いありません。
2020年度から学部に「法
曹コース」が創設され、
学部教育と連動した「学
部3年・法科大学院2年」
の5年一貫の法曹教育シ
ステムが開始されました。
法務研究科も本年度から新カリキュラムが動き始め、
来年度には在学中の司法試験受験が始まります。
　しかし、法科大学院・司法試験の制度がどのよう
に変わろうとも、早稲田が単に司法試験の合格者を
生み出す場所ではなく、さまざまな課題に敢然と挑
戦し、社会に貢献する法曹、人の「喜び」「苦しみ」

「痛み」を理解できる豊かな人間性を持った法曹を
輩出する場であることに、いささかの変化もありま
せん。むしろ、こうした揺れ動く状況だからこそ、「早
稲田ロースクール」創設の原点を想起し、研究科を
支える教職員が一丸となってその理念を実現するこ
とが必要であると考えております。私も微力ながら、
研究科長としてそうした挑戦の先頭に立って努力し
てゆく所存です。
　関係の皆さまには、今後とも引き続き法務研究科
に対しご支援を賜りますとともに、ご助言・ご指導
をいただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

法務研究科長・法務教育研究センター所長
※2022年9月21日付 就任予定　古
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集り散じて ━修了式・入学式報告━
【修了式】　2022年3月25日早稲田キャンパス大隈講堂大講堂にて大学院法務研究科の2021年度修了式が
行われ、144名の修了生が早稲田の杜を巣立っていきました。

【入学式】　2022年4月2日早稲田キャンパス8号館にて大学院法務研究科の2022年度入学式が行われ、185名
の新入生が早稲田の門をくぐりました。入学式では、松村研究科長の式辞と、来賓の竹田いさか氏（弁護士
法人北浜法律事務所）から祝辞がありました。
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新任教員・新任法務教育研究センター助手のご紹介
　2022年4月から早稲田大学大学院法務研究科の専任教員、法務教育研究センターのセンター助
手としてそれぞれ着任された先生をご紹介いたします。

退職教員・法務教育研究センター助手退任のご紹介
　2022年3月末で早稲田大学大学院法務研究科の教員およびセンター助手を退任された先生方を
お知らせいたします。

　退任のごあいさつ 早稲田大学名誉教授　磯村　保
　私は、本学法務研究科において、2012年4月から2022年3月に定年退職するまでの10年間、民法の教育・
研究に携わってきました。法科大学院制度はこれまでにも種々の変革を遂げてきましたが、2022年4月入学
の法学既修者（及び2021年4月入学の法学未修者）から、法科大学院在学中に司法試験を受験することが
できる制度が導入されています。この制度は、これまでより早期に司法試験に合格することができるという
メリットを有するものの、質疑応答形式を重視する法科大学院教育に費やす期間の短縮と、在学生が試験対
策的な学修に傾斜するという虞ないしデメリットを抱えています。教育現場を離れた身として、現職の先生
方が、充実した法科大学院教育を維持しつつ、司法試験合格の実績を上げるという難問を解決されるよう、
切に願っています。
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  法務教育研究センター助手
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　さおり  教授
主な研究テーマ：刑事訴訟実務
主な経歴：1986年早稲田大学法学部卒業。1996年検事任官。東京地検、横浜地検、大阪地検、仙
台地検、法務総合研究所、司法研修所検察教官室等に勤務。2022年4月、さいたま地検総務部長か
ら東京高検に異動し、現職。

ひとこと：決して真面目な学生ではなかった私が、こうして母校とのご縁をいただき、まさに、「教
えることは学ぶこと」を実感する日々です。学生の皆さんには、具体的な事案の解決を見据えた法的
知識を身に付けてもらいたいと考えており、併せて、これまでの実務での経験を踏まえ、刑事訴訟実
務の実際や実務法曹のやりがいを伝えていければと思っています。
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  教授
主な研究テーマ：刑事弁護実務
主な経歴：1980年3月東京大学法学部卒業、1983年4月弁護士登録（第一東京弁護士会）、1987～
1991年司法研修所所付（刑事弁護）、2004～2007年司法研修所教官（刑事弁護）、2009～2013年明治
大学法科大学院特任教授、2017年～東京都労働委員会公益委員

ひとこと：刑事弁護人の役割は被疑者・被告人の権利・利益の擁護にあります。そのためには被疑者・
被告人と何度も接見し、記録を精査し、関係者から話を聞き、現場にも足を運び、時には捜査官に抗議
をすることもあります。公判では裁判官・裁判員に対して如何に被告人が述べていることが正しいかを
アピールします。その苦労と共にとても遣り甲斐のあることを学生の皆さんにお伝えしたいと思います。
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  法務教育研究センター助手
主な研究テーマ：外国人に対する法的サービスの提供
主な経歴：早稲田大学法学部卒業（2012年）、早稲田大学大学院法務研究科修了（2015年）、弁
護士登録（2019年）、早稲田リーガルコモンズ法律事務所所属。

ひとこと：2022年4月より早稲田大学法務教育研究センターの助手を務めさせていただいております竹内大介と申します。
　早稲田大学の法学部及び法科大学院では、諸先輩方の「上から下につなぐ精神」を随所で感じ、その恩恵を受けてきたこ
とを自負しており、弁護士となった現在は、将来の法曹の育成（臨床法教育）にも力を入れています。法曹界における早稲
田大学のプレゼンスの維持・向上を図るという観点からも、早稲田大学法務教育センターの助手としての職務にあたる所存
です。
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トランスナショナルプログラムの
実施について

法務リカレントセミナー講座
「令和3年法による民法・不動産
登記法の改正」開催報告

　毎年度異なったテーマの下に開講される「トラン
スナショナルプログラム」は2005年度に法務研の
行事としてスタートし、2007年度からは要件を満た
した受講者が単位を修得できる授業科目となった。
教員と学生を招聘する大学も2015年度からは法務
研の交流協定締結先を中心に、米国のペンシルバニ
ア大学、ドイツのブチェリウスロースクール、台湾
の国立台湾大学および韓国のソウル国立大学校にし
ぼられ安定している。2014年度まではプログラムの
コーディネートをお願いした教員の意向を反映した
招聘先の増減があり、多少の混乱が見られたが、近
年、そのような問題がなくなったことは幸いである。
　「トランスナショナルプログラム」では、海外か
ら招聘した教員および本学法学学術院の教員による
講義ならびにテーマに即した学外の実務家等による
ワークショップに加えて、参加学生による国別のプ
レゼンテーションおよび出身国の異なるメンバーに
よる用意された課題についてグループプレゼンテー
ションが行われる。ほぼ毎年多くのプレゼンテー
ションを見て感じたことだが、各国の学生とも内容
と表現の技法が年々向上している。年に1週間だけ
のプログラムであっても、そのような他国の学生の
様子を見られることの意義は大きい。
　今後は、外国の学生と教員を法務研に招いて対面
で実施することと昨年および今年のようにZoomを
使って実施すること双方の利点を生かし、この講義
の発展が望まれる。
　筆者は３月末で定年退職となり、石田教授ととも
に担当した同月のトランスナショナルプログラムが
最後の授業となった。在職中は法務研の他の国際交
流にも関わったが、その継続的な実施にはかなりの
努力が必要である。国際的に活躍する法曹の育成の
ために、学生、修了生および教職員が関心を持ち続
けることを期待している。 

　2022年2月18日に開催した法務リカレントセミ
ナーにおいて、新しい土地所有法制に関する令和3
年成立の2つの法律（※）について、当研究科の山
野目章夫教授が解説されました。
　山野目教授は、令和3年法の成立過程と内容、さ
らに「なぜ改正・立法が必要とされたのか」という、
背景にある現代的な課題も丁寧に説明されました。
各制度の施行時期の違いなど、細かくも実務上重要
な点にも目配せした大変有意義な講座でした。
　講座の前半では、所有者不明土地の発生防止を目
的とする、相続登記制度等の改正について、山野目
教授ご自身が関係閣僚会議で意見陳述されたエピ
ソードを交え、複数の具体的な登記設例を示しつつ、
軽妙な語り口で解説されました。後半では、「土地
の適正な管理」という観点から、遺産共有など共有
解消のための新制度、相隣関係の新ルール、相続土
地を申請により国庫財産へ帰属させる新制度等につ
いて説明されました。
　印象的だったのが本講座の最後に「法律家の使命
を想う」と題して話された点です。山野目教授は、
本改正により、DV被害者等を保護するため登記事
項証明書の住所記載に関して特例が設けられる点に
触れ、令和3年法は、法制改良を自己目的とするも
のではなく、その土地上に暮らす人々の役に立ち人
権擁護に資する土地政策を実現するためのものであ
ること、そして、法律家も同様の使命をもって尽力
すべきことを述べられました。私は、本研究科卒業
後、約10年弁護士をしてきましたが、初心にかえ
り目を開かされる思いでした。

※ 「民法等の一部を改正する法律」（令和3年法律第24号）、
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に
関する法律」（令和3年法律第25号）
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法務研究科2010年度修了生
大江橋法律事務所弁護士   佐
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法律事務所・企業による合同説明会について

　法務研究科キャリア支援室では、当該年度司法試験受験者を主な対象とした「法律事務所・企業による合
同説明会」を年2回、「司法試験終了後や司法試験合格発表後」に開催しております。詳細は法務研究科キャ
リア支援室（law-school-career@list.waseda.jp）までご連絡ください。
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稲門法曹奨学金へのご寄付お申込について
https://kifu.waseda.jp/

同封の「稲門法曹奨学金寄付のお願い」でも
ご案内しております　　　　　　　　　　　

「梓」 送付停止や、送付先のご住所・ご勤務先の 
変更等をご希望の場合は、以下の申請フォームにて
申請をお願いいたします。代理の方による申請も 
可能です。なお、代理の方はお手数ですが、代理申
請後に封書の破棄をお願いいたします。

＜申請フォームURL＞
https://www.waseda.jp/folaw/gwls/alumni/wls-news-letter/

検索早稲田　梓

修了生からのメッセージ
2022年3月法務研究科修了生　竹

たけ
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　私達2021年度の修了生は、コロナウイルスの拡
大が始まった頃に2年次を迎え、当時まだ使い慣れ
ていなかったzoomの画面上で始めて顔を合わせま
した。例年と異なる授業形式に不安はあったものの、
充実した授業をしてくださる先生、学習をサポート
してくださったAAやチューターの皆様、共に学び、
学校で会うと必ず声をかけてくれた友人等、多くの
方々に支えられ、非常に充実した日々を過ごすこと
ができました。また、稲門法曹の皆様には、稲門法
曹奨学金をはじめとした温かいご支援を賜り、学業
に専念させていただくことができました。心より感
謝申し上げます。
　思えば、ロースクール入学当初は、まだ法曹を身
近に感じきれずにおりましたが、実務家教員の先生
との交流や、エクスターンシップを通じて、漠然と
した憧れが、少しずつ具体的な目標に変わっていき
ました。これまで試験の問題として捉えていたテー
マも、「自分が最終的な判断をしなければならない

としたらどうするのか」、という視点で見つめ直す
ことで、より一層重みを感じて学ぶことができるよ
うになりました。
　修了後は、それぞれの道に進むことになりますが、
ロースクールで学んだ、自分の力で調べ、自分の言
葉で考え、発信する姿勢を、さらに深め、広げ、社
会の課題に取り組んで参ります。

FLP講演会「ロースクールに行こう！女性法律家はこんなに面白い!!」
～ 実施報告 ～

　2020年6月18日（土）14：00～17：00にかけて、早
稲田大学大学院法務研究科が主催するFLP（Female 
Lawyers Project）講演会「ロースクールに行こう！
女性法律家はこんなに面白い!!」がオンライン開催
された（基調講演：松下裕子検事（法務省人権擁護
局長、早稲田大学法学部卒）／パネリスト：北島志
保弁護士、惣谷恵弁護士、早川友希弁護士）。
　本シンポジウムは、本研究科が取り組む女性法曹
輩出プロジェクト（Female Lawyers Project（FLP））
の活動の一環として企画・開催するものであり、今
回の開催をもって８回目を迎えた。
　松下裕子検事には「ドラマとはちょっと違う  女性
検事のこれまでとこれから」というタイトルで基調
講演を行っていただき、また各パネリストにはご自

身の業務内容や職場環境のあり方などについてお話
いただいた。その後、参加者からリアルタイムで寄
せられる質問に対して、各ご登壇者の方々にご回答
していただいた。
　本年はこれまで以上に「女性法曹になることへの
懸念」という視点からの質問は少なく、法曹全般に
関する質問（法曹になるにあたり経験すべきことな
ど）が多くを占めた。このことは、参加者が、法曹
を目指すうえで女性であることそれ自体がマイナス
に働くのではないかという懸念が払しょくされつつ
あるという肯定的な捉え方もできるところである。
他方で、特に弁護士事務所における産休・育休等の
取得などには依然として課題があるようである。

（法務教育研究センター助手・竹内）

左が本人


